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黒田純子・環境化学物質の脳内汚染とその影響
水野玲子・「馬から見える地球環境の変貌」立川涼氏（国民会議代表）を聞いて
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森 千 里 ・ へ そ の 緒 が 語 る 体 内 汚 染
鹿庭正昭・身近な化学製品、家庭用品等による子どもへの影響
ジョン・ピーターソン・マイヤーズ・科学は環境／健康問題を解決できるか
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国際シンポジウムの報告
２００８年９月２７日、東京の国際協力事業団総合研

修センター会議場において、４名の多彩な講師を
迎え、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
の１０周年記念国際シンポジウム「子どもの環境と

健康」が開催されました。おかげさまで午前午後
とも約２００名の会場は聴衆で満員になり、盛会のう
ちに終了いたしました。ご協力ありがとうござい
ました。以下に講演の概要を紹介します。

へその緒が語る体内汚染
未来世代を守るために

１。 化 学 物 質 と 疾 患 の 関 係

１９８０年代後半から、私たちの生活の中の化学物質

は急激に増加している。かつて［１本では、高濃度の

化学物質曝露による公害が社会問題となったが、近

年では中・低濃度の化学物質曝露による環境ホルモ

ンやシックハウス症候群、化学物質過敏症が大きな

問題となっている。一般的に疾患の原因には、遺伝

要 因 と 環 境 要 因 が あ る が 、 こ れ ら の 疾 忠 の 原 因 は、

環境要因だといえる。１０数年来で遺伝要因が変化す

るとは考えられないからである。そして、これらの

疾患については、環境要因のうち化学的要因が大き

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ、５４

講 師 ： 森 千 里 氏

心 ・

（千葉大学大学院教授・医学博士・国民会議副代表）

く寄与していると指摘されている。環境要因による
健康障害には予防医学の考えが重要であり、特に、
未来世代を守るためには、化学物質の影響を強く受
けやすい胎児を基準にした対策が必要である。

２ 。 ヒ ト 胎 児 の 複 合 汚 染

では、胎児の化学物質曝露状況はどうなっている

の だ ろ う か。

へその緒（臍帯）には、ダイオキシン、ＰＣＢ類、

ＤＤＥ等の残留性化学物質や水銀がほぼ１００％の確立

で含まれている。これらの物質は、臍帯を通じて胎

児に移行し、胎児の体内に蓄積されている。ＰＣＢ

を例にとると、母親が高齢であるほど母体内にＰＣ

Ｂを多く蓄積しているため、第一子出産年齢が高く

ｉダイオキシン・環境ホルモン対策国民言細査立１０周年記念



なるのにつれて、臍帯中のＰＣＢ濃度も高くなって

いる。また、第一子、第二子、第三子の順に臍帯中

のＰＣＢ濃度が低下傾向にあるが、これは、出産の

度に母体のＰＣＢが胎児に移行し、母体のＰＣＢ濃

度が低下していることを示している。

臍帯中の化学物質濃度は、最大で１０倍近くの個人

差がある。平均すれば低濃度であっても、高濃度の

集団（ハイリスク・グループ）には何らかの対応が

必要だ。また、胎児期の環境は、身体の発達に重大

な影響を持つとされており、胎児期はライフステー

ジにおいて最もリスクが高い段階（ハイリスク・ラ

イフステージ）にある。よって、胎児の化学物質曝

露を可及的に低減することが重要といえる。

３ 。 ヒ ト 胎 児 の 複 合 曝 露 へ の 対 策 と 実 践

Ｏ）対策：予防医学

ヒト胎児の複合汚染は明らだが、胎児に将来疾患

が生じるかどうか、何か原因でどのような機序で発

症するか等、未解明な部分は多い。それでも、未来

世代の健康を守るためには、匍｜版的・予防的に、対

策を講じる必要がある。ここで重要なのが、①リス

クの問題を知り（認知）、②自己の状態に関心を持ち

（関心）、③行動に移す（行動・対応）という予防医

学 に 基 づ く 対 策 で あ る。

（２）実践：次世代環境健康学プロジェクト

ヒト胎児の複合曝露対策の実践として、森先生は、

予防医学に基づき、２００３年、次世代環境健康学プロ

ジェクトという大学発ＮＰＯを立案された。

①認知

化学物質の人体への影響を防ぐには、まず、化学

物質が人体にどのように影響するかといった情報を、
一般市民が知ることから始まる。そこで、次世代環

境健康学プロジェクトでは、化学物質に関する情報

を正確にわかりやすく伝達するトランスレーターを

養成し、資格を付与している。資格を得たトランス

レーターは、一般市民に集団教育を行っている。

②関心

次に、化学物質の健康診断を行い、自分がどのく

らい汚染されているのかを知る必要があり、次世代

環境健康学プロジェクトでも、化学物質の健康診断

を実施している。また、体内温皮洲定法の確立や疫

学調査、化学物質の複合曝露の影響のメカニズム解

明 等 の 研 究 も 行 って い る。

③行動・対応

健康診断の結果、汚染濃度が高い人には、生活習

慣 の 改 善 で 体 内 濃 度 を 下 げ る た め の ア ド バ イ ス や、

投 薬 に よる 濃 度 低 減 治 療 を 行 う 。 未 来 世 代 を 化 学 物

質から守るためには、特に、生殖世代にある若い世

代 に 対 し て 、 適 切 な 対 策 を と る こ と が 重 要 で あ る。

例 え ば 、 母 乳 に は 母 体 血 よ り も 高 濃 度 の Ｐ Ｃ Ｂ が 移

行するので、母親のＰＣＢ濃度が高い場合、子ども

を母乳で育てる場合と人工乳で育てる場合とのリス

ク 情 報 を 提 供 して い る。

（３）ケミレスタウンプロジェクト

２００７年、次世代環境健康学プロジェクトに、ケミ

レスタウンブロジェクトが追加された。

ケ ミ レス タ ウ ン プ ロ ジェ ク ト は 、 シ ッ クハウ ス 症

候群の根本的対策の実践である。シックハウス症候

群に関しては、膨大な化学物質の中から一つずつ疾

患との因果関係を検証し、原因を明らかにするとい

う 対 応 を とる こ と は 不 可 能 で、 環 境 を 変 える こ と が

根本的対策となる。ケミレスタウンプロジェクトは、

大学キャンパス内に化学物質を低減したモデルタウ

ンを建設し、最も感受性の高い胎児を基準とした環

境 改 善 型 予 防 医 学 研 究 を 行 い 、 環 境 ユ ニ バー サル デ

ザイ ン に よる 街 づ く り を 確 立 す る こ とを 目 指 す 実 証

実 験 な の だ。

ケミレスタウンプロジェクトにおいても、①認知、

② 関 心 、 ③ 行 動 ・ 対 応 の ３ 方 向 か ら シ ッ クハウ ス 症

候群対策を講じている。すなわち、①ケミレスタウ

ンを創設することで、情報を発信し、②モデルタウ

ン内の診療科でケミレス必要度テストを行い、③シ

ックハウス症候群の疑いのある子どもと家族はモデ

ルハウスに居住し、症状改善を検証する。また、環

境改善型予防医学や、環境ユニバーサルデザインと
いう価値観の普及に努めている。

４。未来世代のために

化学物質なしの生活は不可能である。しかし、こ
れを削減し、現代及び未来世代の健康を守ることは
可能である。次世代環境健康学プロジェクトは、胎

児を基準にした環境予防医学を日本全体へ、そして
世界へ普及する拠点として活動を続けている。

【報告：和久井智子】

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１５４０



身近な科学製品、家庭用品等
による子どもへの影響

講師：鹿 庭 正 昭 氏
（国立医薬品食品衛生研究所室長）

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．５４

１ 。 健 康 被 害 へ の 対 応 と 研 究 者 の 役 割

始めに繰り返し強調されたことは、化学物質への

対策を考える際には、健康被害がどのような化学物

質によってもたらされているのか、そしてその化学

物質がどの製品に用いられているのかを正しく認識

することが不可欠だということです。例えば、当初

ガソリンヘの含有が問題になっていた鉛。８０年代か

ら順次行われている調査では、色鉛筆や遊具といっ

た子供の身の回りにあふれている製品に、最近では

金属アクセサリーにも含まれていることが分かって

い る そ う で す。

現在ではメーカー側の協力もあり、このような状

況が改善されつつあるようですが、継続的な鉛の調

査が行われていなければ、私たちは今もまだ、知ら

ず知らずのうちに鉛を含んだ金属アクセサリーを身

につけていたかもしれないというご指摘がありまし

た 。

身の回りに潜む化学物質から引き起こされる健康

被害の原囚究明は、医師によるパッチテスト、毒性

学者によるアレルゲン検索、メーカーによる製品表

示、化学研究者による化学物質の特定など、様々な

専 門 家 に よ っ て 分 担 して 進 め ら れ て い る そ う で す。

例えば、ゴム製品による皮膚障害を調査するケース

において、化学研究者は、障害をもたらしたゴムの

組成を複数のタイプの中から特定することにご尽力

さ れて い る よ う で す。

というのも、同じゴム製品でも、医療用ゴム手袋

に用いられているゴム（ジチオカーバーメート系加

硫促進剤、アミン）と、履物に用いられているゴム

（メルカプトベンゾチアゾール系加硫促進剤）は化学

物質としての塞本骨格が異なり、予防法も別個に考

える 必 要 が あ る か らで す。

お話の中では、この他に広く普及している化学物

質 と して、 イ ソ チ アノイ ド 系 の も の や バイ オ サイ ド

が加工されたものが紹介され、これらを用いるメー

カー側に自粛 ’ を促しているとの報告がありました。

また、化合物の持つ皮巾感染性の試験方法として、

ＯＥＣＤガイドラインにおいて採川されているＬＬ

ＮＡ法が研究者の問で広く用いられていたようです

鹿庭さんは、国立医薬品食品術生研究所で、身の

回りの家庭製品によってもたらされる健康被害の原

因究明と予防にご尽力されていらっしゃる方で、皮

膚障害、その中でも特にアレルギー性接触障害を専

門とされていらっしゃいます。

シンポジウムでは、化学製品、家庭製品によるア

レルギー性接触障害に関して、①健康被害への対応

と研究者の役割、②法的取り組みの流れと「重大製

品事故」、③健康被害防止のために、という構成で、

研究者サイドからのお話を伺うことができました。



が、最近では、ＧＰＭＴ法により交叉感作性の確認

も 行 わ れて い る よ う で す。 こ の 新 し い 方 法 に よ り、

プラスチックや塗料に用いられているＴＣＭＳＰを

はじめとするいくつかの抗菌剤は、強いアレルギー

性を持つことが判明しており、現在ではメーカーに

自主規制を促しているそうです。
このように、化学物質の危険性を判断する新しい

方法も登場し、その対策のために様々な関係者が協

力して取り組んでいる中で、予防にもっとも大きな

効果がある手法は、メーカーが、製品に化学物質の

危険性を表示し、消費者に健康被害の予防を呼びか

けることなのだそうです。

そのため現在では、ＭＤＳＤによる化学物質の表

示が行われていますが、消費者支援グループを対象

にしたアンケート結果によると、一般の消費者はＭ

ＤＳＤをほとんど認知していないことが分かってい

ます。鹿庭さんご自身、ＭＤＳＤによる表示が健康

被害の防止に十分に機能していない現状に、大変シ

ョックを受けたとのことでした。

そもそもＭＤＳＤは、製品に使用されている化学

物質の情報をメーカーの関係者にのみ伝達するため

の表示方式で、一般の消費者向けに規定されたので

は あ り ま せ ん 。 一 方 で、 時 に “ 公 開 せ ず ” と して 詳

細 を 明 ら か に して い な か っ た り 、 “ 皮 膚 感 染 性 あ り”

という具体性に欠ける表記であったりするため、メ
ーカー関係者の間でも、化学物質に関する十分な情

報を伝える表記として機能していない、とのご指摘

が あ り ま し た。

先にあげたアンケートでは、消費者に分かりやす

い表示を希望する声が多く、また、鹿庭さんご自身

も、次の健康被害防止のために、具体的な過去の健

康被害事例を製品に表示していくほうが望ましいと

考えていらっしゃるようです。

２。法的取り組みの流れと「重大製品事故」
このような化学物質の被害から子供を守るために、

経済産業省を中心に規制体制が築かれている、との
報告がありました。７４年から施行されている家庭用
品規制法において、乳幼児用品には原則として化学
加工を施さない旨が明記され、０７年から施行されて
いる改正・消費生活用製品安全法において、製品に
よる疾病や負傷の治療に３０日以上を要する場合は、

［重大製品事故］と認定され、原因をもたらした製品

が 規 制 さ れ る こ と に な って い ま す。

この法律の適用第一号は、アレルギー性接触皮膚

炎を引き起こすビジリン系抗菌剤を含んでいたデス

クマットであり、今後も、３０日以上の加療という明

確 な 判 断 基 準 の お か げ で、 規 制 の 対 象 と な る 製 品 が

増 加 して い く だ ろ う 、 と の こ と で し た。

３ 。 健 康 被 害 防 止 の た め に

鹿庭さんが繰り返しておっしゃられたことは、化

学物質による健康被害発生防止のためには、国だけ

でなく製造元であるメーカーの果たす役割が大きい

ということです。そのためにメーカーは、前述のご

とく化学物質に関する表示の内容に明確性・具体性

を持たせることに加えて、乳幼児や妊婦など、化学

物 質 に よる 影 響 を 受 け や す い ハイ リス ク グル ープ に

配慮した製品開発を行う必要があるようです。

そして私たち消費者は、メーカーの化学物質に対

する姿勢、具体的には健康被害に対する対応や製品

開発に対する姿勢をもとに、その各メーカーを評価

しなおすことが必要だということをおっしゃってい

ま し た。

最後に、ＡＧ十の整汗剤など身の回りの製品の中

に 、 す で に 使 用 さ れて い る ナノ 材 料 に つ いての 言 及

があり、アスペストと同様に呼吸器系に被害をもた

らすのではないかと言われているため、今後の急速

な解明を期待している、とのことでした。

化学製品や家庭用品による健康被害を防止する上

で 、 メ ー カ ー の み に 責 任 を 押 し 付 け る の で は な く、

私たちもまた、メーカーを適切に評価することので

きる消戮者とならねばならないということも実感で

きた、実りある講演でした。

【報告：荒谷淑恵】

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１５４０



科学は環境／健康問題を
解決できるか
～病気のない社会への新たな可ｆｉｌ性

Ｉ
Ｓ

１ 。 は じ め に

国民会議１０周年シンポジウムの午後の部は、ジョ

ン・ピーターソン・７イヤーズ氏の「ヒトの健康を

改善させ得る近年の新たな発見について」と題する

講演から始まりました。マイヤーズ氏はまず、午前

の部の講演で森教授が強く主張された予防医学の必

要性が、実は１９７０年代半ばには一部の科学者から提

起されていたことを指摘しました。そして、こうし

た指摘がつい最近まで省みられなかった不幸が様々

な疾病発症の遠因になっていることを踏まえ、自身

が提唱している新しい科学観も正しく検証されるべ

きであると述べました。

２。従来の科学観に対する発想の転換
マイヤーズ氏は、講演を通じ、従来の科学観に革

命的な発想の転換を迫る発見が近年相次いでいるこ
とを強調されました。具体的には、①今まで科学者
の間でも問題意識の低かった、ごく低濃度の汚染物

質による異常な遺伝子の働きが観察されていること、
②こうした低濃度の汚染物質による影響が高濃度の
場合と全く逆の結果になることもままあり、高濃度
試験では低濃度曝露の影響を十分な検証ができない
こと、③複数の化学物質の相互作用（複合汚染）が

どのような影響を与えるかは予測不可能であること、
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ジ ョ ン ・ ピー タ ー ソ ン ・ マイ ヤ ーズ 氏
（『奪われし未来』共著者）

①人が成年に達してから発症する疾患の中には胎児

期の環境に原因を見つけられるものもあること、の

４つの発見です。では、これらの発見はなぜ画期的

なものと言えるのでしょうか。

３ 。 ４ つ の 発 見

（１）低濃度汚染物質の影響とその検証方法
マイヤーズ氏は、遺伝性疾患が従来から研究され

てきた遺伝子自体の欠陥による場合だけでなく、正

常な遺伝子の異常なふるまいによっても引き起こさ

れることを指摘した上で、哺乳瓶や缶詰のコーティ

ングなど樹脂全般に使われるビスフェノールＡ（Ｂ

ＰＡ）に関する研究から判明したことを紹介しまし

た。動物実験の結果、出産する前後に胎児がＢＰＡ

を吸収すると、その濃度が１０ｐｐｂというごく低い濃度

であっても成人後前立腺がんにかかる原因となるこ

とがわかったのです。また、母体のＢＰＡの値と流

産の危険性の間にも相関関係が認められています。

もっとも、これらは動物実験の結果でありこのこ

とだけからＢＰＡのヒトヘの影響を正確に把握する

ことはできません。しかし、ヒトヘの影響を把握で

きないというところに問匙の本質がある、とマイヤ
ーズ氏は述べました。そもそも従来の科学観は、あ

る一定の値を下回る濃度であれば汚染物質のヒトヘ



の 影 響 は 無 視 し う る 、 と い う 前 提 に 立 っ て い ま す。

しかし、濃度が低くても汚染物質の分子数は膨大な

数になります。従って、低濃度の化学物質の影響を
一律に無視することは。できません。しかも、汚染物

質の濃度によって遺伝子へ異なる影響が生じること

がわかってきています。つまり、従来の科学観にた

った検証方法では、例えばＢＰＡのヒトヘの影響一

つ を と っ て も 正 確 に は 理 解 で き な い の で す。 実 際、

低濃度のＢＰＡの影響によって前立腺がんを発症す

るという事実も、実はホルモンに関する全く別の研

究から偶然に判明したもので従来の毒性学の研究手

法では判明しないものでした。

（２）複合汚染の影響

また、従来の実験では一つの汚染物質の濃度につ

いての実験を繰り返すことで原因汚染物質と疾患の

因果関係を明らかにしようとしてきました。しかし

生 物 は 環 境 か ら さ ま ざ ま な 物 質 を 取 り 入 れて お り、

それらの相互作用によって疾患が発現することが考

えられます。この場合、特定の一つの汚染物質に関

する研究のみではどのような影響があるかを理解す

ることはできません。といって、複数の汚染物質を

組み合わせて実験を繰り返すことも困難です。つま

り、汚染物質の相互作用がどのような影響を遺伝子

の働き与えるかそもそも予測ができない、というこ

とになります。実験によって現実の複雑な事象を観

察する・ことに限界がある、とマイヤーズ氏は述べま

し た。

（３）胎児期の汚染物質への曝露

さらに、汚染物質をあびるとその影響はすぐ現れ

るとする考え方をマイヤーズ氏は批判しました。最

近のマウスを使った実験から、胎児期に汚染物質に

曝露するとその後長い期間を経てから疾患が生じる

ことがわかってきました。これは、汚染物質に曝露

した個体に疾患が出るだけでなく、直ぐには気づか

ないような染色体異常がその次の子世代、あるいは

孫世代になってから影響を与えることも含みます。

４ 。 今 後 の 課 題

今まで見てきたように、遺伝子の働きによる疾患

は、非常に低濃度の汚染物質への曝露によっても生

じます。どのような疾患が出るかは、汚染物質同士

の複雑な相互作用により、予測することができませ

ん。しかも疾患の発現するタイミングは次の世代の

可能性さえあります。これらは、従来の科学観に則

った検証に限界があることを意味します。この点で、

マイヤーズ氏は最近の発見が画期的なものであると

主 張 し ま し た。

では、私達はどのような対策を立てるべきなので

しょうか。マイヤーズ氏は、低濃度であれば汚染物

質に適切な処理を施すことで無害化できるはずだと
いう根拠の無い従来の科学観を棄て、有害な可能性

のある化学物質そのものを使わずに社会を設計する

概念が必要だと説きました。こうした新しい規範を

「グリーン・ケミストリー」と呼びます。「グリー

ン・ケミストリー」は新しい科学の規範となり得ま

すが、まだ科学者の間でも十分な理解を得られてい

ません。しかし、将来大きな被害が出た後になって

「グリーン・ケミストリー」の概念の正しさがわかっ

ても手遅れです。被害が出てから、汚染物質を規制

するのではなく、被害が出ないように汚染物質にな

りうるものをできるだけ規制する、という発想の転

換 が 必 要 な の で す。

５ 。 総 括

現代では、化学物質の恩恵を受けない人はいませ
ん。そして私達の多くが、化学物質によって生じる

被害を実感しないで生涯を終えることができていま

す。 で す が 、 公 害 の 被 害 者 は 言 う に 及 ば ず、 近 時 報

道 さ れ て い ま す 化 学 物 質 過 敏 症 の 方 な ど の よ う に、

化学物質の濫用によって辛い思いを余儀なくされる

人がいます。しかも、自分がいつ被害者になるかは

わからないのです。自分が吸引した化学物質の影響

が子や孫の代ででる可能性もゼロでないのであれば、

たとえ自分の健康が損なわれていなくてもできるだ

け化学物質を排出しない社会を目指す必要性は高い

と も 言 え ま す。 本 講 演 で マイ ヤ ーズ 氏 が 提 唱 し た

「グリーン・ケミストリー」の概念は、無秩序な工業

化に大きな柳をはめる点でハードルの高いものです

が、多くの人の健康を守る上で示唆に富むものであ

り ま し た。

【報告：高井賢太郎】
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ＥＷＧ（Ｅｎｖｉｒｏｎｌｌｌ（，ｎｔａ１ＷｏｒｋｉｎｇＧｒｏｕｐ）
の 歴 史

ｒ子ｊ！；１１！！Ｓ
講師 ： ス ー ザ ン ・ コ ン フ ォ ー ト 氏

バ米国環境ＮＧＯＩＩＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＷｏｒｋｉｎｇ（３ｒｏｕｐ”財務担当副代表）

１ ． Ｅ Ｗ Ｇ の 概 要

ＥＷＧは、「情報力を使い、人間の健康と環境守る」

ことを目的に１９９３年に設立されました。その強みは、
“情 報 ・ 広 報 ” 戦 略 に あ る と 言 え ま す。 そ の 詳 細 は 以

下４点にまとめられます。

①積極的なメディア露出（ニュース用にデザインさ

れた研究を、豊富な通信スタッフが広報にあたる

ことにより、研究成果Ｃまほぼ確実にメディア取り

上げられる）

②迅速さ（速報や事態の変化にすばやく対応する）

③ 問 題 ご と で は な く 、 機 能 ご と の 編 成 チ ーム （ 研

究／通信／政治問題など、各々異なる担当を持つ

各チームがひとつの問題を調査して報道する＝記

者スタイル、大量・迅速な情報発信が可能）

④対政府広報活動の能力（ｆｕｎｄｓと政治問題スタッフ

が、連邦議会・カリフォルニア州議会に影響力を

持っている）

さらに、人々の意識を高めるためのウェブサイト

を多数擁していることから、ＥＷＧは「政治的影響

力のあるシンクタンク」（ＵＳＡＴｏｄａｙ紙）「政府のデー

タをパンチカのある分析に変えられる環境擁護団体」

（ＴｈｅＡｔｌａｎｔａＪｏ１１「ｎａｌ-ＣｏｎｓＵｔｕｔｉｏｎ」といった評価を受け
て い ま す。

２ ． Ｅ Ｗ Ｇ の 活 動 内 容

現在ＥＷＧが抱えている主要なプログラムは、以

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．５４

下 の ４ 点 で す。

１．有害物質と人の健康

２．農業助成／持続可能な農業

３．公有地／天然資源

４．エネルギーと地球温暖化（２００９年以降取り組み

開始予定）

これらのプログラム各々において、ＥＷＧは「デ
ータ収集／作成」→「データヘの付加価値をつける

（理解・検索できるデータに変換、政策提言、消費者
へのアドバイス作成）」→「データ発信・メディア露

出」→「ウェブ閲覧者以外への広報」という４段階

の 業 務 が 行 わ れ ま す。

過去１５年間の業務の成果は、政策や世論への強い

影響という形で現れています。１９９０年代初頭から行

わ れ て い だ コ ン ピ ュ ー タ に よ る デ ー タ 収 集 技 術 ≒

世 間 に 注 目 さ れ る 以 前 か ら 研 究 を 行 っ て い だ 化 学

物 質 に 関 す る 研 究 成 果 ≒ “ 子 ど も に と っ て 安 全 な 化

学 物 質 ” に つ いての 政 策 の 提 唱 な ど は 、 ど れも 社 会

の変化を先収りしたもので、ＥＷＧの存在感を示し

て い ま す。

ＥＷＧ設立者であるケン・クックとリチャード・

ワイルズが、人々を化学物質から守る方策として考

え出した「コンピュータを使い、（政府の）データを

検証し、政治に影響を与える」という構想が実現し

て い る の で す。



３ ． Ｅ Ｗ Ｇ の ス ト ー リ ー ①

１９９６年食品品質保護法

食品品質保護法（ＦＱＰＡ）は、１５）９６年に１０年近

くも連邦議会で議論された後に可決された、残留農

薬の安全基準を定めた法案です。ＦＱＰＡは、連邦

としては初めて乳幼児および胎児の健康保護を目的

として安全基準を法制化しました。この画期的な法

律は、「政策立案で子どもを保護する」という概念を

政府が採用する契機となりました。

この法律の成立には、業界寄りで骨抜きの規制と

なりかけていた同法案の最終協議（議貝交渉）への

ＥＷＧ政策部長（当時）マーク・チルドレスの参加

が大きな影響を与えています。かねてからＥＷＧは、

数多くのデータ収集・解析していました。（政府の検

査データ・動物実験結果・選挙献金データ等。１７００
ページ以上の食品医薬品局からのデータを、手動で

データベース化・解析した。）それら確かな根拠に基

づいた政策提言により、ＦＱＰＡは子どもを化学物

質から守るための草分け的な法案へと生まれ変わっ

たと言えます。

ＦＱＰＡは、先例として２００５年施行の「子ども安

全化学物質法」への道を開いた点でも重要です。同

法により、子どもの健康を守るための安全基準が全

ての化学物質に関して採用されました。

４ ． Ｅ Ｗ Ｇ の ス ト ー リ ー ②

テ フ ロ ン の 事 例 一 情 報 を 読 み 解 く

ＥＷＧは、大址の文書を解読することで新たな事

実を発見・公表してきました。第一に、２０００年の３

Ｍ社「スコッチガード」に関する化学物質の被害を

公表したことが挙げられます。２０００年に使用廃止が

決定された「スコッチガード」には、使用者の血液

中に有害物質が残留するという行政記録がありまし

た。ＥＷＧは、３Ｍ社が２０年以上もその事実を知り

ながら放置していたことを、３万ページ近い行政記

録の調査から明らかにしました。

第二に、２００５年にはデュポン社のテフロン製品が

水道水汚染や有毒ガスを引き起こしていたことにつ
いて、入手したデータや独自調査の結米をもとに政

府への申し立てを行い、認められました。健康被害

の原因となっていたパーフルオロ化合物（ＰＦＯＡ）

が水道水を汚染していたにも関わらずデュポン社が

それを隠匿していたこと、作業貝の子８人のうち２

人に先天性異常が起きていたことなどは、ＥＷＧが

社内資料や訴訟資料をも調査したからこそ明らかに

なった事実です。その後、「発がん性のある物質」で

あることを明らかになり、デュポン社は罰金の支払
いとＰＦＯＡの自主的除去をすることになりました。

ＰＦＯＡはフライパンや食品包装容器に広く使われ

る化学物質なので、その人体への被害（とりわけ乳

幼児への悪影響）が認められ、消費者の知るところ

となったこと、一部の州法でその使用を禁止する法

律 が 可 決 さ れ た こ と は 前 進 だ と 言 え ま す。

５ ． Ｅ Ｗ Ｇ の ス ト ー リ ー ③

ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ

ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）は缶食品等に残留す

る 化 学 物 質 で あ り 、 曝 露 は 人 体 を 汚 染 す る し ま す。

その公表においても、ＥＷＧ；うｉ２００６年に粉ミルク等

缶食品を用いて行った大規模検査が決め手となりま

した。さらに、２００７年にはＢＰＡの評価を実施する

連邦政府機関とＢＰＡ製造企業等の間の汚職の可能

性を指摘しました。（ピート・マイヤーズ氏の情報提

供があったことが情報提供が元になっています。）後

の調査で、ＦＤＡが化学産業界からの資金提供を受

けた上で、その情報に依拠していたことも明らかに

なりました。このニュースは社会の耳目を集め、乳

幼児用濃縮乳や哺乳瓶に含まれるＢＰＡ濃度を示し

た新たな研究成果の公表により、食品医薬品局（Ｆ

Ｄ Ａ ） が Ｂ Ｐ Ａ 問 題 に 取 り 組 む 後 押 し を し ま し た。

アメリカ連邦議員でも、子供用製品や飲食品容器の

ＢＰＡ使用を禁止する法案が審議されています。

６。今後のＥＷＧ
ＢＰＡをはじめ、安全基準が必要な化学物質は尚
も数多く（約８フ了種）残されています。今後もアメ
リカの有害物質規制に包括的な改革を起こすため、
情報を駆使して政府に圧力をかけ続けていく必要が
あります。とりわけ「子ども安全化学物質法案」の
制定を目指すことで、子どもの身休にとっての化学
物質の安全基準を設けることを緊急の使命としてい
るのです。

【報告：平井真理子】
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